
 

                                 

令和３年度事業報告  

 

１ 会員数の状況 

令和 3 年度末現在の会員数の状況は、表－1 のとおりである。 

 

表－1 会員数の状況 

区分  
令和 3年度末  

会員数（A）  

令和 2年度末  

会員数（B）  

対前年度末  

差引

(A-B) 

内訳  

加入  退会  

都道府県  47 47 0 0 0 

市   区  297 296 1 2 1 

町   村  348 348 0 1 1 

合   計  692 691 1 3 2 

  

２ 火災共済事業 

（１） 契約 

令和 3 年度における契約の実績及び対前年度比較は、表－2 のとおりである。令和 3  

 年度の委託契約は、標準単価の引き上げに加えて、共済拡大推進により、紋別市、二本

松市及び大淀町の新規加入並びに付保率引き上げ等の成果を得て、委託契約額及び

火災共済掛金は増加した。しかしながら、大幅に契約戸数を減少させた会員がいたため、

契約戸数が減少した。 

 

表－2 委託契約の状況 

区分  
令和 3 年度末  

実績（A）  

令和 2 年度末  

実績（B）  

対前年度比  

差引（A-B）  割合  

戸数 (戸 )  885,129 890,777 ▲5,648 99.4 

委託契約額 (千円 )  9,239,780,087 8,854,794,995 384,985,092 104.3 

火災共済掛金（円）  1,158,945,111 1,105,183,813 53,761,298 104.9 

付保率 (％ )  78.2 78.2 0 100.0 

 

 



 

（２）火災共済給付金の支払い 

① 火災共済給付金 

令和 3 年度における火災共済給付金の実績及び対前年度の比較は、表－3 のとおり  

である。 

火災による被害が大きかった平成 30 年度発生災に対する給付金の支払いが続いて

おり、 令和 3 年度は、1 件で 8,500 万円を超える給付案件もあったため、給付金額が増

加した。 

 

表－3 火災共済給付金の支払状況 

区分  
令和 3 年度末  

実績（A）  

令和 2 年度末  

実績（B）  

対前年度比  

差引（A-B）  割合  

件数（件）  92 94 ▲2 97.9 

戸数（戸）  201 236 ▲35 85.2 

給付金（円）  

（支払備金計上済分）  

443,023,666 

(395,172,174) 

384,650,452 

(350,465,611) 
58,373,214 115． 2 

※括弧内は内数 

 

② 特定給付金 

令和 3 年度における特定給付金の実績及び対前年度の比較は、表－4 のとおりであ

る。令和 3 年度は令和 2 年度に比べて被災住戸を修復しない給付案件が増加したが、

戸数が減少したことにより給付金額も減少した。 

 

表－4 特定給付金の支払状況 

区分  
令和 3 年度末  

実績（A）  

令和 2 年度末  

実績（B）  

対前年度比  

差引（A-B）  割合  

件数（件）  15 9 6 166.7 

戸数（戸）  21 39 ▲18 53.8 

給付金（円）  

（支払備金計上済分）  

 

15,653,614 

（ 12,612,676) 

       

28,958,219 

(23,034,279) 
▲13,304,605 54.1 

※括弧内は内数 

 

 



 

３ 復興建築助成事業 

令和 3 年度における復興建築助成金の実績及び対前年度の比較は、表－5 のとおりであ

る。令和 3 年度は令和 2 年度に比べて件数が減少したため助成金額が減少した。なお、１件

当たりの戸数は昨年度より減少した。 

 

表－5 復興建築助成金の支払状況 

区分  
令和 3 年度末  

実績（A）  

令和 2 年度末  

実績（B）  

対前年度比  

差引（A-B）  割合  

件数（件）  45 52 ▲7 86.5 

戸数（戸）  104 176 ▲72 59.1 

助成金（円）  

（支払備金計上済分）  

67,480,164 

(58,870,654)  

86,056,020 

(80,393,921) 
▲18,575,856 78.4 

※括弧内は内数 

 

４ 住宅災害見舞金交付事業 

令和 3 年度における住宅災害見舞金の実績及び対前年度の比較は、表－6 のとおりであ

る。令和 3 年度は、件数、戸数、見舞金額が減少した。なお、令和４年福島県沖地震（令和 4

年３月発生）の見舞金は令和４年度以降に請求があると見込んでいる。 

 

表－6 住宅災害見舞金の支払状況 

区分  
令和 3 年度末  

実績（A）  

令和 2 年度末  

実績（B）  

対前年度比  

差引（A-B）  割合  

件数（件）  134 161 ▲27 83.2 

戸数（戸）  2,345 2,867 ▲522 81.8 

見舞金（円）  

（支払備金計上済分）  

193,890,000 

(153,820,000) 

261,170,000 

(194,180,000) 
▲67,280,000 74.2 

    ※括弧内は内数 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．令和 3 年度に発生した事業経費 

令和 3 年度に発生した事業経費は、表－７のとおりである。 

火災共済給付金及び復興建築助成金の当年度発生災 分を見ると、令和 3 年度は、5 億

9,600 万円と前年度より 4,000 万円増加した。給付金等の当年度発生災分は、修復経費等が

3,000 万円を超える事案に対する支払いなどにより引き続き高い水準で推移している。 

住宅災害見舞金の当年度発生災分を見ると、令和 3 年度は、自然災害が少なかったため、

令和 4 年 3 月の福島県沖地震に伴う支払備金 1 億 1,800 万円を含めても、1 億 7,300 万円と、

前年より 7,000 万円以上減少した。 

  このため、当年度発生災分の合計額は 7 億 6,900 万円と 3,600 万円減少している。しかし、

令和 2 年度は、普通支払備金の評価替等による減額や既発生未報告支払備金での不要額

の発生により 2 億円以上の減額となったのに対し、令和 3 年度は合計で 1,400 万円の減額で

あったため、令和 3 年度は令和 2 年度に比べて事業経費が、2 億円以上増加し 8 億 2,200 万

円となった。 

 

  表―７ 令和 3 年度事業経費 

区分  

当年度発生災等  

に対する経費  

（①）  普通支払備金

評価替等  

（②）  

既発生未報告

支払備金  

不要額  

（③）  

当年度に発生

した事業経費  

（①+②+③）  
当年度  

発生災分  

過年度  

発生災分

（当年度

報告）  

火災共済給付金

（特定給付金を含

む）  及び復興建築

助成金  

（百万円）  

596 
【 556】   

66 
【 27】  

14 
【▲155】  

 

 
▲20 

【▲29】  
 

 

656 
【 399】   

住宅災害見舞金  

（百万円）  

173 
【 249】   

1 
【 6】  

▲11 
【▲26】  

3 
【▲12】  

166 
【 217】  

合  計  
（百万円）  

769 
【 805】   

67 
【 33】  

    3 
【▲181】  

 ▲17 
【▲41】  

 822 
【 616】  

 

（注 ） ・括弧内は令和 2 年度に発生した経費  

・令和 3 年度に発生した事業経費の予算額は以下のとおりである。  

 火災共済給付金及び復興建築助成金の合計額： 456 百万円、住宅災害見舞金  

150 百万円、総合計 606 百万円。  

 ・当年度発生災等に対する経費のうち、支払備金当期積立額は以下のとおりである。  

火災共済給付金及び復興建築助成金の合計額： 603 百万円、住宅災害見舞金  

148 百万円、総合計 751 百万円。  

 

 



 

６ 異常危険準備金の積立て等 

（１）令和 3 年度は、異常危険準備金の積立限度額の考え方を整理するとともに、毎期末 

における積立額は、当該年度の火災共済掛金の合計額に０．１を乗じて得た額とする責  

任準備金等の積立て及び取崩し等に関する規程の改正を行った。これにより、 

今年度の積立額は、1 億 1,589 万円となった。 

（２）一方、当年度の事業経費は、8億 2,228万円となり、掛金額から住宅防火補助金を控除

した額の 60％（6 億 3,648 万円）を超えたため、規定に基づき超過額 1 億 8,580 万円を異

常危険準備金から取崩した。 

（３）これにより異常危険準備金の年度末残高は 21 億 4,800 万円から 20 億 7,809 万円 に 

  減少（6,991 万円）した。 

 

７  住宅防火補助事業 

令和 3 年度における住宅防火補助金の実績及び対前年度の比較は、表－8 のとおりであ

る。令和 3 年度は、住宅用火災警報器の需要が幾分減少したこと、防火の取組に対して補助

を重点化したことによる消火器の年間限度額の変更及びバリアフリー関連の廃止等により、

令和 2 年度に比べ件数及び補助金額が減少した。なお、令和 3 年度から開始した会員による

防火の取組みを支援する防火活動支援事業の実績は２件である。火災による損害を軽減・防

除するため、本事業の会員への一層の周知を図るとともに、令和 4 年度は、補助要件を緩和

し、本事業の拡大を図る。 

 

表－8 住宅防火補助金の支払状況 

区分  
令和 3 年度末  

実績（A）  

令和 2 年度末  

実績（B）  

対前年度比  

差引（A-B）  割合  

件数（件）  229 254 ▲25 90.2 

補助金（円）  98,149,100 130,411,000 ▲32,261,900 75.3 

     

８ 主な制度改正 

（１）令和 3 年度臨時総会において、総会議長の機関化、副議長の設置及び運営協議会の

議長・副議長の機関化等により経営全般を牽引していく体制を整備する定款の改正を行

い令和 4 年 3 月 31 日から施行した。 

（２）令和 3年度第 2回定例理事会において、（１）の定款改正を受け、総会運営規程等の定 

款と重複する規定を削除する等の改正を行い令和 4 年 3 月 31 日から施行した。 

（３）令和 3 年度第 2 回定例理事会において、異常危険準備金の積立限度額の考え方を整 

理するとともに、毎期末における積立額は、当該年度の火災共済掛金の合計額に０．１を 

乗じて得た額とする責任準備金等の積立て及び取崩し等に関する規程の改正を行い令 

和 4 年 3 月 31 日から施行した。 



 

 

９ 共済拡大推進事業 

（１） 新型コロナウイルスの影響により、訪問による共済拡大推進活動は大幅に減少し

たが、資料の送付及び電話等により、契約戸数の拡大、付保率の改善、新規加入等に

ついての働きかけを行った。 

従前からの継続的な活動により、今年度から、2市 1町（紋別市、二本松市、大淀

町）が新規加入した。また由利本荘市及び豊後高田市が付保率を 100％に引き上げ、

熱海市及び養老町が一部加入から全戸加入に切り替えた。 

さらに、令和 4年度、新たに 3市 1町（室蘭市、飯田市、松山市、岩美町）の加入

が決定し、また 3町（加美町、阿賀町、筑前町）が全戸加入へ切換え、4町（中頓別

町、皆野町、睦沢町、吉野町）の付保率が 65％以上へ引上げられることとなった。 

（２）  新型コロナウイルス感染症の拡大により、当機構主催の公営住宅等火災共  

  済業務連絡会議の開催を中止し、  都道府県等主催の公営住宅管理担当者会議に

ついては、3 府県（2 県はリモート）の会議への参加に止まった。 

 

１０ 創立 70 周年記念事業 

（１） 70周年記念フォーラムの開催 

   会員各位が機構創立 70年を振り返り、社団の原点に立ち返るとともに、機構の

存在意義を再確認する機会として令和 3年 11月 10日（水）に開催し、主催者・来

賓挨拶、事業報告、感謝状贈呈があった後、加藤久喜氏（元復興庁事務次官）によ

る「防災行政の展開と共済への期待」と山田啓二氏（元全国知事会会長）による「地

方創生とセーフティーネット」の記念講演が行われた。 

   その後、70 年の歩みをまとめたパネルが展示される中で、知事、市町村長をは

じめとする多くの会員及び関係団体の参加を得て交流会が行われた。交流会では、

共済事業の基本にある共助の理念が再認識されるとともに会員相互のコミュニケ

ーションネットワークの重要性が共有され、記念撮影を経て閉会した。 

（２） 70年史の発刊  

    フォーラムの様子や展示したパネルを掲載した「70周年記念フォーラム編」、過

去 70年間の変遷と 100周年に向けた課題等を掲載した「沿革編」と「資料編」で

構成された 70年史を作成し、3月中旬に会員宛に発送を行った。 

 

１１ 広報等 

（１）経営状況を会員に通知するとともに、日本経済新聞に 2 回(令和 3 年 7 月 9 日及び 26

日)掲載した。 

（２）機関誌「全住済業務季報」(№199、200、201、202)を発行した。（№199、201 は電子版で 

発行） 

（３）リーフレット「火災共済事業のご案内(令和 3 年度版)」を作成し、会員をはじめ

公営住宅を管理している全ての地方公共団体に送付した。 



 

（４）ホームページに 70 周年記念フォーラムをはじめ各種情報を適時掲載した。 

 

１２ 情報システムの運用 

（１） 令和 3 年 4 月 1 日に施行された住宅防火補助事業実施規程の改正に対応するため、 

所要のシステム改修を行った。 

（２）会員の電子申請システムの利用は 692 会員中、521 会員の利用があり利用率は 75.3 %

で、令和 2 年度より 3.2％上昇した。 

 

１３ 調査研究の実施 

 火災共済委託契約の基準となる再調達価額の標準単価作成のための調査を、専門機

関に委託し結果を得た。 

  これに基づき、令和 4年度標準単価はすべて令和 3年度標準単価と同額とし「令和 

4年度再調達価額算定のための標準単価」を決定し、会員に通知（令和 3年 7月 26日

付け全住済企発第 3号）した。 

 

１４ 資産運用 

（１）  金融資産の運用益 

① 私募リート約 6 億円による運用益は 2,703 万円で、対前年度比 83 万円の増となっ

た。債券の運用益は、事業債の運用益が 59 万円増加したが、地方債の運用益が 426

万円減少し、合計で、1,902万円となり、対前年度比367万円の減となった。合計では、

4,651 万円となり、対前年度比 284 万円の減となった。 

 

区   分    （千円）  令和３年度  令和２年度  増  減  

定 期 預 金 利 息 467 471 ▲4 

私 募 リート分 配 金 27,025 26,193 832 

債  券  運  用  益 19,021 22,692 ▲3,671 

【  合   計  】  46,513 49,356 ▲2,843 

 

また、事業債を中心とした債券の時価評価損益は、令和 2 年度が 1,631 万円の評

価益だったのに対し、令和 3 年度は、金利の上昇等により 629 万円の評価損となった。 

 なお、これらの債券を満期まで保有した場合には額面金額が償還される。 

 

区   分    （千円）  令和３年度  令和２年度  

時 価 評 価 損 益 ▲6,289 16,317 

 



 

②  今後も金利情勢の大幅な回復が期待できず、現在のポートフォリオを継続

した場合、将来の運用益が 1,100 万円程度減少する見込みである。このた

め、会員へのサービス水準を低下させず、現在と同程度の運用益を確保す

るよう、第 2 回定例理事会（令和 4 年 3 月 30 日）において元本保証のない

金融商品（私募リート）の運用上限額を取得額 6 億円から 9 億円に変更

し、今後の資産運用に備えた。 

 

（２）  建物賃貸事業  

所有する建物床の一部の賃貸物件について、契約形態を令和 3 年 5 月から令和 7 年 1   

月までの定期借家契約に改め安定収益の確保を図りつつ、法令等に基づき計算し

た収益の 50％を公益目的事業実施の財源に充てた。 

 

１５ 総会・理事会等の開催 

（１）総会 

① 定時総会 

・開催日：令和 3年 6月 23日 

・開催場所：ルポール麹町（東京都千代田区平河町） 

・出席者数：全 693会員のうち委任状及び書面表決を含め 598会員 

・審議事項：下記議案につき審議し、原案どおり可決した 
第 1号議案 令和 2年度貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書及び  

財産目録承認の件 

第 2号議案 補欠の役員の選任の件 

        報告事項：（１）令和 2年度事業報告の件 

            （２）令和 3年度事業計画及び収支予算の件 

（３）70周年記念フォーラムの件 

② 臨時総会 

・開催日：令和 4 年 3 月 30 日 

・開催場所：ルポール麴町（東京都千代田区平河町） 

・出席者数：全 692 会員のうち委任状及び書面表決を含め 584 会員 

今回、初めてリモート方式を併用して総会を開催し、１３名が WEB 会議シ

ステム（ZOOM 使用）を用いて出席した。 

・審議事項：下記議案につき審議し、原案どおり可決した 

第 1 号議案 公益社団法人全国公営住宅火災共済機構定款改正の件  

第 2 号議案 補欠の役員の選任の件  

  



 

 （２） 理事会 

① 第 1 回定例理事会（書面による対応） 

・理事会の決議があったものとみなされた日：令和 3 年 5 月 26 日 

・審議事項：下記議案につき審議し、原案どおり可決した 
第１号議案  令和２年度事業報告及び決算の承認について 

第２号議案  令和３年度定時総会の招集について 

第３号議案  補欠の運営審議員の推薦について 

第４号議案  事務局長の任免の承認について 

・理事会への報告を要しないものとされた日：令和 3 年 5 月 17 日 

・理事会への報告を要しないものとされた事項の内容 

①令和３年度住宅防火補助事業について 

②７０周年記念フォーラムについて 

③公益社団法人全国公営住宅火災共済機構財産管理規程第３条第  

３項に基づく元本保証のない金融商品の運用報告について 

  ②  第 1 回臨時理事会 

・開催日：令和 3 年 11 月 10 日 

・開催場所：ルポール麴町（東京都千代田区平河町） 

・出席者数：理事 11 名及び監事 3 名 

・審議事項：下記議案につき審議し、原案どおり可決した 

第 1 号議案 令和３年度臨時総会の招集について 

第 2 号議案 公益社団法人全国公営住宅火災共済機構給与規程の改正  

について 

     ・報告事項： 令和 2 年度下半期代表理事等職務執行状況報告 

            （令和 2 年 10 月～令和 3 年 3 月期） 

  ③  第 2 回定例理事会 

・開催日：令和 4 年 3 月 30 日 

・開催場所：ルポール麴町（東京都千代田区平河町） 

・出席者数：理事 11 名及び監事 3 名 

今回、初めてリモート方式を併用して理事会を開催し、４名が WEB 会議シス 

テム（ZOOM 使用）を用いて出席した。 

・審議事項：下記議案につき審議し、原案どおり可決した 

第 1 号議案 代表理事（理事長）及び業務執行理事（専務理事）の選定に 

ついて 

第 2 号議案 令和４年度事業計画について 

第 3 号議案  令和４年度収支予算について 

 



 

 第 4 号議案  公益社団法人全国公営住宅火災共済機構総会運営規程及

び公益社団法人全国公営住宅火災共済機構運営協議会運

営規程の改正について 

第 5 号議案  元本保証のない金融商品の運用の額の範囲の変更につい

て 

第 6 号議案  公益社団法人全国公営住宅火災共済機構責任準備金等  

の積立て及び取崩し等に関する規程の改正について 

第 7 号議案  公益社団法人全国公営住宅火災共済機構給与規程の改  

正について 

第 8 号議案  役員等改選に伴う候補者の選任方法について 

第 9 号議案  常勤顧問の推薦について 

・報告事項：（1）公益社団法人全国公営住宅火災共済機構財産管理規程第  

３条第３項に基づく元本保証のない金融商品の運用報告に 

ついて 

（2）令和３年度上半期代表理事等職務執行状況報告  

（令和３年４月～令和３年９月期）  

 

（３）  運営協議会 

・開催日：令和 3 年 11 月 10 日 

・開催場所：ルポール麹町（東京都千代田区平河町） 

・出席者数：理事、監事及び運営審議員 29 名 

   ・議題： （１）運営協議会副議長の選任について 

         （２）定款改正の方向について 

         （３）防火活動支援事業の今後の活用に向けて  

        (4)資産運用について 

 

１６ 防火思想の普及事業 

    防火防災セミナーに代わって、70 周年記念フォーラムにおいて加藤久喜氏（元

復興庁事務次官）の記念講演「防災行政の展開と共済への期待」を実施した【再

掲】。また、会員相互や会員と事務局相互のコミュニケーションを深めるため業務

連絡会議及び防火防災セミナーを再編し、地方フォーラムを実施する検討を行っ

た。 

 

１７ 公益認定基準への適合状況 

    公益認定財務関係 3 基準への適合状況は次のとおりである。 

    〇 公益目的事業比率（基準：公益費用/総費用が 50％以上）は、85.5％となり、適合して

いる。 

    〇 公益目的事業における収支相償（基準：経常収益が経常費用以下）は、令和 2 年度

の剰余金相当額 437 万円を含めた収益―費用が▲1,151 万円となり、適合している。 



 

    〇 遊休財産保有制限（基準：遊休財産額が当該年度の公益目的事業費用以下）は、公

益目的事業費用 10 億 5,454 万円、遊休財産額 4 億 1,964 万円となり、適合している。 

 

１８  監査 

（１） 令和 2 度決算監査 

令和 3 年 5 月 13 日及び 14 日に、令和 2 年度の事業執行及び会計経理に係る監査が行 

われ、いずれも適正に処理されていることが認められた。 

 

（２） 令和 3 年度中間監査 

令和 3 年 11 月 24 日及び 25 日に、令和 3 年度上半期(4 月～9 月期)の事業執行及び会

計経理に係る中間監査が行われ、いずれも適正に処理されていることが認められた。 

 

１９  新型コロナウイルス感染拡大防止への対応  

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から以下の対応を行った。 

① 第 1 回定例理事会において、書面による対応を行った。 

② 臨時総会及び第 2 回定例理事会は、リモート方式を併用して行った。 

③ 令和 3 年度も引続き時差通勤を実施した。 

④ 令和 3 年度も職員一人ひとりにテレワーク用パソコン及びその周辺機器等  

を貸与し、テレワークを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

事業報告の附属明細書 

 

 

  「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34条第 3項に規定する 

「事業報告の内容を補足する重要な事項」に該当するものはない。 


